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し尿くみ取り手数料の改定について 

 

１ 改定の理由・背景 

○ 下水道の普及や浄化槽の設置などに伴う一般家庭のし尿くみ取り件数・くみ取り量の

減少（Ｈ19：18,684件 ⇒ Ｈ29：12,495件 △6,189件） 

〇前回のくみ取り手数料単価の改定から１９年が経過 

 

 

２ 改定の考え方 

  ○ 災害対応を含め安定的なし尿くみ取り収集運搬を行うために、収集原価に基づき、手

数料の見直しをする。 

 

 

３ 改定案 

  ○ 手数料(改定率２３％)  

 

 

４ 改定時期 

   平成３１年１０月１日 

３１年３月議会で条例改正案を提案し、６か月の周知期間を経て改定 

 

○ 手数料の激変緩和措置・・・２段階に分けて改定 

 一般便槽 改定率 

平成 31年 10月 1日
～ 

２００ℓ以下 １，５６０円 

２００ℓを超える場合は、１０ℓごとに７８円を加算 
１１％ 

平成 32 年 4 月 1 日
～ 

２００ℓ以下 １，７２０円 

２００ℓを超える場合は、１０ℓごとに８６円を加算 
１１％ 

 

 一般便槽 仮設トイレ 

現 行 
２００ℓ以下 

１，４００円 

２００ℓを超える場合は、 

１０ℓごとに７０円を加算 １基につき、左記料金

に１，０００円を加算 

（据え置き） 改定案 
２００ℓ以下 

１，７２０円 

２００ℓを超える場合は、 

１０ℓごとに８６円を加算 
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＜参 考＞ 

 

１ １か月あたりの下水道使用料、浄化槽使用料、し尿くみ取り手数料の比較 

下水道使用料 浄化槽使用料 

し尿くみ取り手数料 

現行 平成 31 年 10 月

～ 

平成 32 年 4 月

～ 

２，７８６円 ３，０２４円 １，１７３円 １，３０７円 １，４４１円 

 

 

 

２ し尿くみ取り世帯数 

１，６８０世帯  ※ 長岡市世帯数 １０６，７１８世帯（Ｈ３０.４.１現在） 

   ⇒ 全世帯の１．６％ 

 

３ くみ取り件数の推移 

  25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

くみ取り件数（件） 14,230 13,870 13,428 13,719 12,495 

 うち一般便槽の件数（件） 6,687  5,941 5,623 5,233 4,979 

 うち仮設トイレの件数（件） 7,543 7,929 7,805 8,486 7,516 

 


